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はじめに

現在，中央教育審議会「教員の資質能力向上特別

部会」において，教員免許状の基礎資格を修士レベ

ルにする，管理職登用にあたっては「専門免許状」

取得を要請するなどの内容を含む「教員の資質能力

向上のイメージ」 を叩き台とした制度改革が検討

の途上にある。周知のように，この叩き台自体は民

主党政権下で，同党関係者の関与の下で策定された

ものである。民主党の政権基盤がきわめて不安定な

ことはこれまた周知のことではあるが，だからと

いって，この叩き台の方向性そのものが全面的に廃

棄されるとは考え難い。

とくに，学校管理職については，教員に関する「養

成-採用-研修」のアナロジーでいえば，「養成」と「研

修」にかかわる制度の脆弱さは衆目の一致するとこ

ろであり，今回の検討の結果，何がしかの制度改革

が行われる可能性はきわめて高い。

国際的にみても，PISA（Programme for Interna-

tional Student Assessment，生徒の学習到達度調査）

などを通じて日本を含む加盟国の教育政策に多大な

影響を及ぼしているOECD（経済開発協力機構）は，

国際的な「スクールリーダーシップ改善」プロジェ

クトを実施した。その成果をまとめたOECD（編

著）・有本（監訳）（2009）では，スクールリーダー

シップの課題を，「スクールリーダーシップの責任の

（再）定義」，「スクールリーダーシップの分散」，「効

果的なスクールリーダーシップのための技能の開

発」，「スクールリーダーシップを魅力的な専門職に

する」の 4つに定式化している。このうち第 3のも

のが，管理職を中心としたスクールリーダーの養

成・研修を扱っており，OECD加盟国でも総じてこ

の分野に弱点があることが指摘されている。

さて，こうした国内外の動向をふまえつつ，今後

の日本におけるスクールリーダーの養成・研修を考

えていくにあたっては，諸外国の先行経験を参照す

ることが有益である。そこで筆者は，米国における

スクールリーダー養成・研修のスタンダードである

ISLLC（Interstate School Leader Licensure Consor-

tium）による政策スタンダード“ISLLC2008”をと

りあげ，その研修場面での「利用法」を示唆する養

成テキストと対比しつつ検討した（山崎，2011）。

しかし，ISLLC2008は州間コンソーシアムが策定

したスタンダードであり，このまま利用されるとい

うよりは，個々の州など自治体におけるスタンダー

ド策定の参考に供されるという性格のものである。
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そこで本稿では，ISLLC2008をも意識し，詳細なス

タンダードとルーブリック（rubric，評価対象となる

パフォーマンスと，その達成水準に関する評価基準

とのセット）を設定しているジョージア州のスタン

ダード“Leader Keys”をとりあげ，その内容を紹介・

分析する。

また後半では，近年の国際的な公共部門政策の動

向である Deliverologyとの関連での，こうしたスタ

ンダードの含意について論及する。

１．米国におけるスクールリーダー養成と

スタンダード

1-1．一般的動向

周知のように，米国においては，1990年代以降，

スタンダードが教育のあらゆる面で――生徒の学

力，教員やスクールリーダーの資質など――改革の

テコとなっている。こうした動向は，2002年の

NCLB（No Child Left Behind）法制定以降，さら

に加速している。

本稿で対象とするスクールリーダーについていえ

ば，たとえば浜田は，米国全体における養成・研修

の基準策定の経緯を跡づける中で，ISLLCスタン

ダードの初版（1996年版）が，「管理職の役割を『生

徒の教授・学習の成功』に結合して把握」するもの

であり，「校長候補者自身のほか，養成プログラムを

提供する大学，免許要件を定める州，選考評価を行

う学区のそれぞれで活用できるよう設計」されてい

ると指摘している（浜田，2004：276）。

また牛渡は，カリフォルニア大学バークレー校で

のスクールリーダー養成について分析しているが，

その中でも，スタンダードにもとづく能力評価が大

きな位置を占めていることが指摘されている（牛渡，

2004）。

とはいえ，一連の研究では，管理職養成・研修を

全体として紹介する中でスタンダードにふれるとい

う形になっており，個別の州についてのスタンダー

ドの詳細な紹介は管見の限りほとんどみられない。

したがって，本稿では，本格的な分析の前提となる

作業として，これらスタンダードやルーブリック自

体の訳出に紙数を割かざるを得ない。結果として，

資料紹介的な側面がやや強くなることを予め断って

おく。

1-2．ジョージア州における具体化――スクール

リーダー関連のスタンダードの概要

ジョージア州教育局において教員やスクールリー

ダーの資質を所管する「教員・リーダー資質部（The
 

Division of Teacher and Leader Effectiveness）」はそ

のウェブサイトで，教員およびリーダーの資質向上

のための方策として，①NCLB法タイトル II（高い

資質をもった教員・校長の養成，研修，採用）パー

トAにもとづく教員・校長の研修，採用にかかわる

すぐれた施策への補助金，② CLASS Keysと

Leader Keysによる評価システム，③専門職として

の学び，を挙げている 。

現在，ジョージア州におけるスクールリーダー評

価（養成，研修での）のもっとも包括的なスタンダー

ドが，②に含まれている Leader Keys（2008年策定）

である。そこで本稿では，この Leader Keysと関連

する評価ツールを中心的にとりあげる。ちなみに，

②のもう一方の CLASS （Classroom Analysis of
 

School Standards）Keysは，一般教員むけの評価ス

タンダードである。

ただし，ジョージア州におけるスクールリーダー

に関するスタンダードや評価ツールは Leader Keys

だけではない。これと並行して用いられるものに，

「スクールリーダーたちの 8つの役割：学校レベル

のアセスメント（The 8 Roles of School Leaders:

School-Level Assessment）」（以下 GLISI,Georgia’s
 

Leadership Institute for School  Improvement,

2006。），「ジョージア州のリーダーの義務と責任

（Georgia Leaders Duties and Responsibilities）」（以

下 GLDR。後掲の表 3参照。Georgia Department of
 

Education,2011所収）という，2つのスタンダード

がある。これらについては Leader Keysに続いて簡

単に紹介する。

また，教員やリーダーといった「人」に焦点化し

た CLASS Keys，Leader Keysなどの他に，ジョー

ジア州では，学校改善のスタンダードとして，School
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Keysが設定されている。とくにスクールリーダーの

場合，その力量の評価には勤務校の改善の状況がか

かわってくることはいうまでもなく，Leader Keys

には School Keysとの対応も示されている。

1-3．Leader Keysの内容とルーブリック

ではまず，Leader Keysの大まかな内容と活用法

について述べておこう。

Leader Keysは，以前からジョージア州で採用さ

れていた 72のリーダーシップ・パフォーマンス・ス

タンダードのうち，66個を 10の大項目（broad
 

strands）に振り分けている（スタンダードの一覧は

後掲の表 1）。ちなみに，残り 6個のスタンダードは

GLDR（州内共通の 22項目＋地方で独自に定める

項目）に含まれているが，Leader Keysでも関連部分

に引用されている。

10の大項目は順に，「カリキュラム」，「評価（assess-

ment）」，「スタンダード準拠の授業」，「データ分析」，

「組織文化」，「専門職としての学びと発達」，「パ

フォーマンスのマネジメントとプロセスの改善」，

「業務をマネジメントする」，「変革をリードする」，

「関係づくり」である。

各大項目に含まれるパフォーマンス・スタンダー

ドにはそれぞれルーブリックが用意され，リーダー

は「〔パフォーマンスが〕みられない（Not Evident）」，

「生じつつある（Emerging）」，「熟達している（Profi-

cient）」，「模範的（Exemplary）」という 4段階の尺度

（continuum）で自己評価する。それぞれの段階に

は，その段階の状態の記述，その段階であると判断

されるエビデンスの例が示されている。また，評価

の際に用いる情報源（資料）の例も示される。

表 2に示したのはごく一部であるが，リーダー本

人の行動だけでなく，スタッフの状態がエビデンス

に含まれる（つまりは評価対象となる）ことが特徴

的である。さらに，上位の段階では「示範（model）」

という語が頻出しており，少なくともカリキュラム，

授業，評価など「教育指導上のリーダーシップ

（Instructional Leadership）を委ねられているリー

ダーたちにとっては（ルーブリックでは「リーダー」

はすべて複数形になっており，副校長などのリー

ダー層も評価対象となる），すぐれた教育力量の存在

が前提となっていることがうかがわれる。

次に，Leader Keysの使用場面であるが，現在，ス

クールリーダーの養成プログラム自体がパフォーマ

ンス・スタンダード準拠であることが求められてい

るため，まずは養成場面から活用が始まる。

リーダーとしての就任後も，年ごとの人事考課，

研修（専門職としての成長プラン，Professional
 

Growth Plan）の中で活用されるよう，上記のルーブ

リックとは別に，さまざまな評価フォームも用意さ

れている。具体的には，リーダー本人がまずルーブ

リックにより自己評価を行い（毎回全てのスタン

ダードについて評価するわけではなく，時々で最適

なものを選択する），それをもとに作成された評価

フォームを介して，評価者とリーダーとの対話を通

じた評価が行われるのである。

1-4．ISLLC2008との対比

ジョージア州内の他のスタンダードをみる前に，

Leader Keysと ISLLC2008とを比較しておこう。ま

ず，ISLLC2008のスタンダード（基準）の大項目名

のみ以下に列挙しておく（山崎，2011：281より。一

部訳語等変更。原文は CCSSO，2008：14-15）。

基準 1：教育リーダーは，すべてのステイクホル

ダーに共有され支持される学びのヴィジョンの

開発，明確化，適用，管理を促進することを通

じて，ひとりひとりの生徒の成功を促進する。

基準 2：教育リーダーは，生徒の学びとスタッフ

の専門職としての成長につながる学校文化と教

育プログラムを支持し，助成し，維持すること

により，ひとりひとりの生徒の成功を促進する。

基準 3：教育リーダーは，安全で，効率的で効果

的な学習環境のために，組織とその運用・資源

のマネジメントを確保することにより，ひとり

ひとりの生徒の成功を促進する。

基準 4：教育リーダーは，学校・コミュニティの

成員と協働し，コミュニティの多様な利害と

ニーズに応え，コミュニティの資源を活用する

ことによって，ひとりひとりの生徒の成功を促
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進する。

基準 5：教育リーダーは，誠実さと公正さとを

もって，倫理的な仕方でふるまうことによって，

ひとりひとりの生徒の成功を促進する。

基準 6：教育リーダーは，政治的・社会的・経済

的・法的・文化的文脈について理解し，応答し，

それに働きかけることによって，ひとりひとり

の生徒の成功を促進する。

両者を比較した場合，ISLLC2008と Leader Keys

との共通点としては，近年の米国における，「教育指

導上のリーダーシップ」の強調という文脈の中で，

授業および学びの成功が強調されていることが挙げ

られる。Leader Keysでは，直接的に授業や学習を

扱ったのは大項目 10個のうち前半 3個（カリキュラ

ム，評価，授業）であるが，それ以外にも，データ

分析，組織文化などの項目においても生徒の学びは

常に意識されている。

一方，相違点としては，細かくみていくと，Leader
 

Keysの方が，特定の州での具体的な適用を想定して

策定されている分，州のスタンダードへの準拠を強

く求めるなど，管理的な色彩は強いといえる。

また，ISLLC2008で強調されている「ヴィジョン

の策定」，「倫理」といった要素が，Leader Keysでは

やや後景に退いている。ただし，後者については，

ジョージア州の場合，コンプライアンス関係の項目

とともに GLDR（後掲表 3参照）に含まれているた

めに Leader Keysでは削られているという側面はあ

る。とはいえ，上述の州スタンダードの「縛り」の

強さと併せてうがった見方をするなら，ジョージア

州の場合，州の方針から相対的に独立した独自の

ヴィジョン，倫理判断を個々のリーダーにさせるこ

とには消極的であるとはいえるだろう。

換言すれば，連邦政府や州の政策と個々の学校や

そのリーダーたちとの間には，善意に解釈すれば予

定調和的な関係が想定されているということになろ

うし，厳しい見方をすれば，後者が前者に常に従属

することが当然視されているともみられる。

２．ジョージア州におけるその他のスタン

ダード

2-1．スクールリーダーたちの８つの役割（GLISI）

まず，「スクールリーダーたちの 8つの役割」につ

いて述べる。「8つの役割」とは，「カリキュラム，評

価，授業のリーダー」，「データ分析のリーダー」，「プ

ロセス改善のリーダー」，「学びと専門職としての発

達のリーダー」，「関係づくりのリーダー」，「パフォー

マンスのリーダー」，「業務のリーダー」，「変革のリー

ダー」である。

これらの各々について 4～8個のパフォーマンス

が示され，それらを参考にしつつリーダー（あるい

はリーダー志望者）たちは自己の状態を（Leader
 

Keysと GLDRが他者からの評価を含むツールであ

るのに対し，「8つの役割」は基本的に自己評価ツー

ルである）4段階で評価する。4段階の内容は，「1．

発展途上（Developing）：私は現在必要な知識を学ん

でいる」，「2．習熟している（Proficient）：私は自分

の知識を活用している」，「3．達人（Master）：私は

ロールモデルでありエキスパートである」，「4．指導

するリーダー（Teaching Leader）：私はエキスパー

トであり，この役割についての知識とその適用法を

教えることができる」である。

たとえば「カリキュラム，評価，授業のリーダー」

であれば，具体的に評価されるパフォーマンスは，

「パフォーマンス・スタンダードについての学びに

おいて（諸）チームをリードする」，「生徒の成績デー

タの分析にもとづき，学年団が学年レベルのスタン

ダードに優先順位をつけるのをリードする」，「授業

の効果と生徒の学びをモニターするための共通で定

期的なベンチマーク評価の開発を支援する」など 8

つである（Georgia’s Leadership Institute for School
 

Improvement,2006:3）。

GLISIでさらに特徴的なのは，個々のリーダーの

評価に用いられる Leader Keysと GLDRとに対し，

こちらはチームの評価にも用いられることである。

チームの評価が重視される理由を，GLISIでは以下

のように示している。
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学校を最適な状態に保つためには，「スクール

リーダーたちの 8つの役割」がすべて存在して

いなければならない。分散型リーダーシップか

らの吉報は，それらが必ずしも 1人の（疲れ果

てた）人物によってカバーされる必要はないと

いうことだ！（Georgia’s Leadership Institute
 

for School Improvement,2006:11）

具体的な評価方法は，8つの役割とその習得の 4

段階をクロスさせたマトリックスに，該当するチー

ムメンバーの氏名を記入していくというものであ

る。たとえば「データ分析のリーダー」であれば，

これについて段階 1のメンバーが誰と誰で，段階 2

のメンバーが誰と誰で……というのを確定していく

ことになる。結果に応じて，段階 3～4のメンバーが

いない役割について学校内外からの支援を要請す

る，逆にチームのメンバーについて，現在十分に果

たせていない役割についての研修機会を考える，な

どの対応策が検討されることになる。

こうした試みは，「分散型リーダーシップ」を学校

レベルで具体化していく方法として注目される。

2-2．ジョージア州リーダーの義務と責任（GLDR）

一方，GLDRは，後掲の表 3にあるような，州内

共通の 22項目と地方独自に設定する項目とから構

成されている。大まかに分類するならば，項目 1～

6が地域や教育当局との連携，項目 7～11が日常的

な服務規律，項目 12～13が教育指導上のリーダー

シップ，項目 14～17がコンプライアンス，項目 18

～22が施設，人事，財政の管理ということになろう。

ちなみに，項目 21は，日本的には「生徒指導」に

かかわる，つまりは教育指導上のリーダーシップに

かかわる項目とも判断しうる。しかし，いわゆる

Zero Tolerance（違反行為とそれへの処分をあらか

じめ明文化し，違反が発生した場合は情状酌量ぬき

に――寛容ゼロで――処分を適用するという生徒指

導方式）などの文脈を勘案すれば，米国的にはこれ

は「施設・人事管理」の範疇に属するということだ

と推察される。

ともあれ，このうち，旧来のパフォーマンス・ス

タンダードをとりいれ，Leader Keysでも参照され

ているのが項目 5，6，15～18ということになる。こ

れらの項目も含め，教育指導上のリーダーシップや

他のスタッフへの指導に重点が置かれた Leader
 

Keysや GLISIに対し，GLDRでは日常的な管理・

運営に重点が置かれていることがわかる。しかも，

当然のこととはいえ，州および連邦政府の方針の遵

守が強調されており（項目 15，16），結果として，行

政機構の中での中間的なリーダーという性格が強調

されることにもなっている。

もっともそれは，Leader Keysと GLISIが職能成

長，研修のツールであるのに対し，GLDRは基本的

に人事考課のツールだということによる面もある。

実際，評価方法も，GLDRは自己評価ではなく，評

価者がチェックリストに記入していき，「未達成」と

評価した項目については必ずフィードバックを与え

る他，より高い評価の項目について肯定的なフィー

ドバックも与えることができるという形になってい

る。

３．リーダーシップをめぐる相克

3-1．Leader Keysのリーダー像――省察する実践

家か，それとも？――

筆者は先に，ISLLCスタンダードに準拠した 2冊

のスクールリーダー養成テキスト（Hanson, 2009 ;

Midlock,2010）を分析し，それらでは共通して「連

邦政府や州レベルの政策と，スクールリーダーや学

校スタッフの教育的信念・判断との間にかなりの緊

張関係が想定されている」こと，さらにこうした緊

張関係はマクロな政策とリーダーとの間だけでな

く，「よりミクロなレベルでのリーダーシップ間〔た

とえば校長と主任クラス〕のコンフリクトが率直に

扱われている」ことを指摘した（山崎，2011：284-

285）。

たとえば，教育行政と学校との関係でいえば，

NCLB法の妥当性，学習評価としての標準テストの

妥当性などの（批判的な）検討も学習課題として挙

げられていた（Hanson,2009：26-30）。また，校内

のリーダー間のコンフリクトとして，特別支援教育
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をめぐる校長とスタッフの見解の相違などもケース

としてとりあげられていた（Midlock, 2010：38-

41）。

もとより，人事考課や行政研修などの「縛り」の

ある州のスタンダードと，そうした縛りからは自由

な民間のテキストとを同列には語れない。とはいえ，

政策上の要請や固定観念から離れ，虚心坦懐に自ら

の実践を顧みる，「省察する実践家（Reflective Practi-

tioner）」（Schon，柳沢・三輪訳，2007）を専門職の

モデルとするならば，Leader Keysをはじめとする

一連のスタンダードとルーブリックが――「専門職

としての学び・成長」を繰返し強調するにもかかわ

らず――それとはかけ離れたリーダー像を結果とし

て描きかねないことは，やはり看過できない問題を

はらむものといえるだろう。

3-2．リーダーシップをめぐる国際的状況――デリ

ヴァロロジーの跋扈――

さて，上でみたような問題は，ひとりジョージア

州のみのものではない。よりマクロにみれば，近年，

英米圏やその他の先進諸国において，きわめて集権

的な政策理論が影響を強めていることをみておく必

要がある。

代表的なものとして，ここでは，英国のブレア政

権下で主席教育顧問を務めたことで知られるマイケ

ル・バーバーの提唱した Deliverology（伝達，配達な

どを意味する deliverからの造語。意訳すれば「政策

伝達学」とでもなろうが，筆者自身はこれを「学」

と称するには躊躇があるので，本稿ではデリヴァロ

ロジーと表記）をとりあげる。バーバーが自負する

ところによれば，彼らのチーム（Delivery Unit）は

ブレア政権の 2期目の終わりまでに当初目標の 8割

を達成し，オーストラリア，オランダ，カナダ，米

国などの政府関係者や首長に影響を与えたという

（Barber,Moffin & Kihn,2011:viii）。まず，彼自

身によるデリヴァロロジーの定義を引いておこう。

デリヴァロロジー（名詞）：進歩を駆動し，政府

および公共部門に成果を伝達する（delivering）

ための体系的な手順（Barber, Moffit & Kihn,

2011:vii）。

この「体系的な手順」は以下のように定式化され

ている（Barber,Moffit&Kihn,2011:xiv）。

1．伝達のための基礎固めをする。

A．自らの野望を定義する。

B．伝達の現状を吟味する。

C．伝達のための部隊を編成する。

D．指導的な連合体を確立する。

2．伝達にとっての困難を理解する。

A．過去および現在のパフォーマンスを評価

する。

B．パフォーマンスの原動力と，関連するシ

ステムの活動を理解する。

3．伝達のための計画を立てる。

A．自身の改革戦略を決定する。

B．目標とそこに至る工程を定める。

C．伝達の計画を策定する。

4．伝達を駆動する。

A．パフォーマンスを駆動しモニターするた

めの定型的な手続きを確立する。

B．諸問題を早期に厳格に解決する。

C．推進力を維持し，継続的につくりだす。

5．後戻りしない伝達の文化を創出する。

A．システムの能力を常につくりだす。

B．伝達のメッセージを伝える。

C．「諸関係の錬金術」を解き放つ。

ここでの「伝達」について特徴的なのは，中央政

府で構想された改革をそのままの形で，さまざまな

障壁（barrier）をのりこえて地方行政の末端部分まで

徹底して貫徹させるという志向性がきわめて強力な

ことである。それはたとえば，上記 2にかかわって，

政策の伝達に関わる種々のアクター間の関連を分析

するための「伝達の連鎖（delivery chain）」という概

念に象徴的に現れている。バーバー自身の言葉を引

いておこう。

たとえば，ある大臣が，デイヴィッド・ブラン
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ケットがしたように，11歳児の読み書きの基準

を引きあげると約束したとしよう。この公約に

含意されるのは，なんらかのやり方によって，

大臣が，たとえばウィドネス〔イングランド西

部の町〕の 11歳児の頭の中で生じていることに

影響を及ぼすことができるということだ。伝達

の連鎖は，このつながりを可視的にするもので

ある。この例でいえば，ウィドネス在住の子ど

もとウェストミンスターにいる大臣との間のつ

ながりはどんなものだろうか？ 11歳児の頭

の中で生じていることは，主にその子の教師に

影響される――これが鎖の第 1の環である。そ

の教師は学校のリテラシー・コーディネーター

に影響され，一方，コーディネーターは校長に

影響される――鎖の第 2・第 3の環である。校長

は首長や地方当局に影響され，それらは全英リ

テラシー戦略の地方責任者に影響され……（後

略）（Barber,2008:85）

さらに，実際に各レベルのリーダーが「伝達の連

鎖」を分析するにあたっては，上記のような直線的

な指揮命令系統だけでなく，たとえば保護者など，

およそ伝達に影響を与えうるアクターはすべて考慮

に入れられるべきだとされる。

加えてバーバーは，改革にとっての「障壁」の存

在とその打破の必要性をくりかえし強調する。ふた

たび彼自身の言葉を引こう。

改革を成功に導くにあたっては，実にさまざま

な障壁が存在するため，人はしばしば，そもそ

も誰かが何事かを達成するなどということが果

たして可能なのかと途方に暮れる。……合意を

得るために提案を水増しするというリスクが常

に存在し，その結果，きわめて頻繁に，吠え狂

うライオンがチュウチュウ鳴くネズミへと変貌

させられてしまう。改革が変化をもたらす前に，

実施課題が変更されたり，注意がよそへ逸らさ

れたり，サービスが改革以前の状態に戻ったり

するリスクがある（Barber,2008:72）。

もちろん，こうした発想に対しては強い批判も存

在する。たとえばガンターの以下の言は代表的なも

のである。

バーバーにとって，デリヴァロロジーを機能さ

せる上で中心的な課題は，リベラルな民主主義

にとって不可欠な複数の声や対話を周辺に追い

やるか，沈黙させるか，抱き込むかする必要が

あるということなのだ。それゆえ，教師たちは

自らの利害でしか動かない従業員として嘲ら

れ，学者は，言われたとおりに動かないが故に

さらにたちが悪いとみなされる（Gunter,2008:

164）。

彼女の指摘の後半部分は，日本でいえば，小泉純

一郎元首相による，批判者への「抵抗勢力」とのレッ

テル貼り，あるいはその後の政権による「教育改革」

で，学校や教師に対してネガティヴキャンペーンが

いかに執拗に行われたか，といった事態と（不気味

なくらいに）符合している。こうした政策的なコン

テクストにあって，スタンダードはきわめて高い確

率で，政策のより効果的な「伝 達
デリヴァリー

」の具と化すこと

は容易に推察されるところである。

おわりに

本稿では，スクールリーダーの評価や職能開発に

おけるスタンダードの活用について，いささか悲観

的な見方が前面に出ることになった。しかし，だか

らといって，スタンダードとその利用それ自体が全

面的に否定されるべきなのかについては，いま少し

慎重な判断が求められるだろう。

たとえば，同じく州なり自治体なりのスタンダー

ドであっても，いま少しリーダーなり教員なりの主

体性，省察を尊重したものになっている事例を探索

するという作業は引き続き必要になろう。

もっとも，上でみた国際的動向からすれば，スタ

ンダードによる政策なり人なりの「管理」それ自体

も批判的な検討の俎上に上せられるべきであろう。

その上での検討課題を最後に挙げておく。
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スタンダードによる評価は，その「正統性」の根

拠として，エビデンスを強く求める。そして，エビ

デンスは当然事実であることを求められる。

とすれば，たとえば，エビデンス＝事実をより広

範なコンテクストに位置づけることにより，それが

あるパフォーマンスの「成功」の証拠というだけで

なく，「問題」，「課題」の証拠としてもみることがで

きる可能性がある。そうした形でスタンダードや

ルーブリック自体をたえず相対化する可能性が，ス

タンダードの使用場面で実際にあるのかないのか，

あるとすればどのような条件のもとでか，といった

ことは，国外だけでなく国内の実態に即してもさら

にみていく必要があろう。
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報
源
か
ら
の
デ
ー
タ
の
分
析
に
も
と
づ
き
，
内
外
の
聴
衆
に
む
け
た
適
切
な
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
開
発
す
る
。

P
O
2

 
3
．
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
，
評
価
，
授
業
に
関
す
る
意
思
決
定
に
情
報
を
供
給
す
る
た
め
に
多
元
的
な
情
報
源
か
ら
の
デ
ー
タ
を
分
析
す
る
。

P
O
2

 
4
．
包
括
的
な
学
校
お
よ
び
学
区
の
改
善
計
画
を
立
案
す
る
た
め
，
多
元
的
な
情
報
源
か
ら
の
デ
ー
タ
を
分
析
す
る
。

P
O
2

 
5
．
デ
ー
タ
分
析
の
た
め
に
最
新
技
術
を
用
い
た
ツ
ー
ル
を
活
用
す
る
。

P
O
2

組
織
文
化

S
ch
o
o
l 
K
ey
s

 
G
L
IS
I

 
IS
L
L
C

 
1
．
教
え
と
学
び
に
お
け
る
厳
格
さ
を
支
え
た
り
妨
げ
た
り
す
る
学
校
な
い
し
学
区
の
中
の
信
念
，
諸
過
程
，
構
造
を
分
析
す
る
た
め
デ
ザ
イ

ン
さ
れ
た
道
具
を
選
択
，
開
発
，
活
用
す
る
。

P
O
2,
S
C
1,
L
1
 
6.
0
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
リ
ー
ダ
ー

基
準
1

 

2
．
学
校
な
い
し
学
区
の
文
化
の
分
析
結
果
に
対
応
す
る
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
を
開
発
す
る
。

P
O
2,
L
1,
L
2

 
3.
0
プ
ロ
セ
ス
改
善
の
リ
ー
ダ
ー

3
．
す
べ
て
の
生
徒
と
大
人
へ
の
高
い
期
待
と
い
う
文
化
の
も
と
で
，
隅
々
ま
で
浸
透
す
る
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
気
風
を
支
え
る
た
め
の
プ
ロ
セ

ス
や
構
造
を
開
発
し
適
用
す
る
。

S
C
1,
L
1,
L
2

 

4
．
関
係
者
を
協
働
の
仕
事
に
参
画
さ
せ
，
生
徒
と
大
人
双
方
に
と
っ
て
仕
事
と
学
び
を
自
分
自
身
の
も
の
に
さ
せ
る
よ
う
な
サ
ポ
ー
ト
シ
ス

テ
ム
を
供
給
す
る
。

S
C
1,
L
1

 

5
．
共
有
さ
れ
た
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
過
程
の
一
部
と
し
て
の
分
散
型
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
開
発
し
適
用
す
る
。

S
C
1,
L
2,
L
3,
L
4

 
6
．
学
校
お
よ
び
学
区
の
改
善
と
，
す
べ
て
の
生
徒
の
学
び
と
達
成
と
に
対
す
る
集
団
的
な
責
任
を
引
き
受
け
る
よ
う
ス
タ
ッ
フ
を
リ
ー
ド
す

る
。

L
2,
L
3,
L
4

専
門
職
と
し
て
の
学
び
と
発
達

S
ch
o
o
l 
K
ey
s

 
G
L
IS
I

 
IS
L
L
C

 
1
．
学
校
お
よ
び
学
区
の
改
善
目
標
と
整
合
的
で
，生

徒
の
達
成
を
支
援
す
る
よ
う
な
，仕

事
に
埋
め
込
ま
れ
た
専
門
職
と
し
て
の
学
び
を
リ
ー

ド
す
る
。

P
L
1

 
4.
0
学
び
と
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
発
達

さ
せ
る
リ
ー
ダ
ー

基
準
2

基
準
4

 
2
．
大
人
の
学
び
と
協
働
を
支
え
る
構
造
を
開
発
し
適
用
す
る
た
め
，
大
人
の
学
び
に
つ
い
て
の
知
識
を
適
用
す
る
。

P
L
2

 
3
．
ス
タ
ッ
フ
の
実
践
，
学
校
と
学
区
の
継
続
的
な
改
善
，
生
徒
の
学
び
へ
の
，
専
門
職
と
し
て
の
学
び
の
適
用
状
況
と
イ
ン
パ
ク
ト
を
評
価

す
る
。

P
L
2

 

4
．
メ
ン
タ
リ
ン
グ
，
コ
ー
チ
ン
グ
，
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
，
研
究
グ
ル
ー
プ
，
相
互
参
観
，
学
び
の
チ
ー
ム
と
い
っ
た
仕
事
に
埋
め
込
ま
れ
た

専
門
職
と
し
て
の
学
び
の
た
め
の
時
間
を
供
給
し
，
そ
れ
を
護
る
。

P
L
1,
P
L
2,
L
1

 

5
．
専
門
職
と
し
て
の
自
己
改
善
の
た
め
の
計
画
を
開
発
し
，
そ
れ
を
実
行
し
続
け
る
こ
と
に
よ
り
，
継
続
的
な
学
び
を
示
範
す
る
。

P
L
1,
L
1,
S
C
1

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
プ
ロ
セ
ス
の
改
善

S
ch
o
o
l 
K
ey
s

 
G
L
IS
I

 
IS
L
L
C

 
1
．
継
続
的
な
改
善
を
導
き
，
そ
れ
に
情
報
提
供
す
る
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
，
ミ
ッ
シ
ョ
ン
，
価
値
／
信
念
の
協
働
で
の
開
発
あ
る
い
は
改
訂
を
リ
ー

ド
す
る
。

P
O
1,
L
1,
L
3,
L
4
 
6.
0
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
リ
ー
ダ
ー

基
準
1

 

2
．
個
人
と
学
区
・
学
校
の
目
標
，
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
，
成
果
を
結
び
つ
け
る
。

P
O
2

 
3.
0
プ
ロ
セ
ス
改
善
の
リ
ー
ダ
ー

3
．
生
徒
の
達
成
に
焦
点
化
し
た
学
区
あ
る
い
は
学
校
全
体
，
学
年
レ
ベ
ル
，
部
門
，
ス
タ
ッ
フ
に
と
っ
て
の
測
定
可
能
な
目
標
を
開
発
す
る
。

P
O
2

 
4
．
学
校
な
い
し
学
区
の
改
善
プ
ラ
ン
の
適
用
と
，
生
徒
の
学
び
へ
の
そ
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
，
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
・
シ
ス
テ
ム
を
用
い
て

モ
ニ
タ
ー
す
る
。

P
O
2,
S
F
C
2

 

5
．
改
善
に
つ
い
て
計
画
し
，
測
定
し
，
モ
ニ
タ
ー
し
，
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
す
る
た
め
に
，
適
切
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
ツ
ー

ル
と
プ
ロ
セ
ス
を
活
用
す
る
。

P
O
2

 

6
．
リ
ー
ダ
ー
，
教
員
，
ス
タ
ッ
フ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
と
っ
て
の
障
壁
を
同
定
し
処
理
す
る
。

P
O
2,
S
F
C
2

 
7
．
リ
ー
ダ
ー
，
教
員
，
ス
タ
ッ
フ
の
期
待
以
下
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
対
応
す
る
介
入
を
供
給
す
る
。

P
O
2

 
8
．
学
校
と
学
区
に
と
っ
て
核
と
な
る
諸
プ
ロ
セ
ス
を
同
定
・
マ
ッ
ピ
ン
グ
し
，
そ
の
改
善
の
た
め
計
画
を
策
定
す
る
。

P
O
2,
S
F
C
2

 
9
．
学
校
と
学
区
の
諸
プ
ロ
セ
ス
の
分
析
を
リ
ー
ド
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
学
習
時
間
へ
の
そ
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
判
定
し
，
改
善
の
た
め
の
計

画
を
立
案
す
る
。

P
O
2

 

10
．
諸
プ
ロ
セ
ス
や
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
改
善
す
る
た
め
，
学
校
・
学
区
改
善
チ
ー
ム
の
よ
う
な
高
い
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
チ
ー
ム
を
編
成
し

活
用
す
る
。

P
O
2,
P
L
2
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表
1
の
続
き
（
3/
4)

11
．
諸
々
の
計
画
や
プ
ロ
セ
ス
の
継
続
お
よ
び
／
あ
る
い
は
修
正
を
勧
告
す
る
た
め
，
改
善
結
果
を
活
用
す
る
。

P
O
2,
L
1,
L
3

 
12
．
学
校
／
学
区
の
継
続
性
と
持
続
的
な
効
果
の
た
め
の
後
継
の
計
画
を
開
発
し
適
用
す
る
。

P
O
2

 
13
．
核
と
な
る
諸
プ
ロ
セ
ス
を
支
え
る
た
め
に
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
活
用
す
る
。

P
O
3

業
務
を
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る

S
ch
o
o
l 
K
ey
s

 
G
L
IS
I

 
IS
L
L
C

 
1
．
す
べ
て
の
生
徒
の
成
功
を
支
援
す
る
よ
う
に
活
用
可
能
な
あ
ら
ゆ
る
リ
ソ
ー
ス
を
公
平
か
つ
適
切
に
分
配
す
る
よ
う
な
財
政
政
策
を
適
用

す
る
よ
う
協
働
す
る
。

L
2

 
7.
0
業
務
の
リ
ー
ダ
ー

基
準
3

基
準
5

 
2
．
デ
ー
タ
に
も
と
づ
く
教
育
上
の
優
先
事
項
に
リ
ソ
ー
ス
を
整
合
さ
せ
る
よ
う
な
予
算
を
策
定
す
る
。

L
2

 
3
．
高
度
な
資
格
を
も
っ
た
有
能
な
職
員
を
募
集
，
選
抜
，
雇
用
す
る
。

L
2

 
4
．
良
好
な
労
働
条
件
を
保
障
す
る
こ
と
を
通
じ
て
有
能
な
職
員
を
職
場
に
と
ど
ま
ら
せ
る
。

L
2,
L
3

 
5
．
管
理
プ
ロ
セ
ス
を
支
援
す
る
た
め
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
導
入
を
促
進
す
る
。

P
O
2

こ
の
大
項
目
の
中
の
以
下
4
つ
の
基
準
は
，「

ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
の
リ
ー
ダ
ー
の
任
務
と
責
任
（
G
L
D
R
）」

に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。

･
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
公
教
育
の
規
定
，
規
則
，
法
令
と
，
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
教
員
倫
理
規
範
と
の
構
造
の
枠
内
で
業
務
を
管
理
す
る
。（

G
L
D
R
15
）

L
1,
L
2

･
学
校
／
学
区
の
報
告
シ
ス
テ
ム
を
評
価
し
，
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
お
よ
び
連
邦
政
府
の
要
請
を
確
実
に
充
た
す
。
そ
の
こ
と
に
は
，
学
業
上
の
進

歩
を
整
理
保
存
す
る
こ
と
や
，
明
瞭
に
記
載
さ
れ
た
法
令
関
係
の
書
類
を
保
管
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
る
。（

G
L
D
R
16
）

L
3,
P
O
3,
P
O
4

･
教
育
上
の
平
等
を
促
進
す
る
た
め
の
法
的
・
倫
理
的
諸
原
則
に
も
と
づ
く
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
上
の
意
思
決
定
を
反
映
し
た
学
校
／
学
区
を
組

織
す
る
。（

G
L
D
R
17
）

L
4,
S
C
2

･
安
全
で
秩
序
だ
っ
た
，
包
摂
的
な
学
習
環
境
を
組
織
す
る
。
そ
こ
に
は
州
，
学
区
，
地
方
の
学
校
規
則
，
政
策
，
手
続
き
を
反
映
し
た
施
設

も
含
ま
れ
る
。（

G
L
D
R
18
）

L
2,
S
C
1

変
革
を
リ
ー
ド
す
る

S
ch
o
o
l 
K
ey
s

 
G
L
IS
I

 
IS
L
L
C

 
1
．
す
べ
て
の
生
徒
が
高
い
基
準
を
充
た
す
こ
と
を
支
援
す
る
継
続
的
改
善
モ
デ
ル
に
焦
点
化
し
た
同
僚
的
環
境
に
お
い
て
，
変
革
を
起
こ
し

維
持
す
る
。

P
O
1,
P
O
2,
L
3,

L
4

 
8.
0
変
革
の
リ
ー
ダ
ー

基
準
2

基
準
6

 
2
．
変
革
の
努
力
を
成
功
裡
に
開
始
し
維
持
す
る
た
め
に
変
革
理
論
を
活
用
す
る
。

L
3

 
3
．
変
革
プ
ロ
セ
ス
に
参
画
さ
せ
る
中
で
教
員
，
ス
タ
ッ
フ
，
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
を
育
て
る
。

L
4

 
4
．
教
員
お
よ
び
ス
タ
ッ
フ
か
ら
の
支
持
を
と
り
つ
け
る
。

L
3,
L
4

 
5
．
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
を
変
革
プ
ロ
セ
ス
に
参
画
さ
せ
る
た
め
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
を
開
発
す
る
。

S
F
C
2,
L
3,
L
4

関
係
づ
く
り

S
ch
o
o
l 
K
ey
s

 
G
L
IS
I

 
IS
L
L
C

 
1
．
学
区
お
よ
び
学
校
の
目
標
と
生
徒
の
達
成
を
支
援
す
る
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
を
開
発
し
適
用
す
る
。

S
F
C
1
,
S
F
C
2
,

S
F
C
3,
L
3

 
5.
0
関
係
の
リ
ー
ダ
ー

基
準
4

基
準
6

 
2
．
生
徒
の
学
び
に
肯
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
，
学
区
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
達
成
す
る
た
め
，
保
護
者
，
地
域
住
民
，
そ
の
他
の
ス
テ
イ
ク
ホ
ル

ダ
ー
を
，
意
思
決
定
と
問
題
解
決
の
プ
ロ
セ
ス
へ
と
積
極
的
に
参
画
さ
せ
る
。

S
F
C
2
,
S
F
C
3
,

L
3,
L
4,
S
C
2

 
3
．
す
べ
て
の
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
か
ら
の
継
続
的
な
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
の
た
め
の
機
構
と
構
造
を
確
立
し
，
得
ら
れ
た
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を

継
続
的
な
改
善
に
活
用
す
る
。

S
F
C
2

 

4
．
学
校
，
学
区
，
家
庭
，
生
徒
の
学
び
を
強
化
す
る
た
め
，
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
リ
ソ
ー
ス
を
動
員
す
る
。

S
F
C
3

 
5
．
学
区
，
学
校
，
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
多
文
化
的
・
エ
ス
ニ
ッ
ク
的
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
た
め
，
文
化
的
に
責
任
あ
る
実
践
を
認
識
し
提
供
す

る
。

S
F
C
2,
S
C
2

 

6
．
す
べ
て
の
生
徒
の
成
功
を
促
進
す
る
政
策
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
献
身
す
る
。

S
C
2

 
7
．
生
徒
の
多
様
性
，
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
規
範
や
価
値
観
に
対
す
る
公
平
さ
と
敏
感
さ
と
，
他
者
と
の
相
互
作
用
に
お
け
る
倫
理
的
熟
慮
と
を

示
範
す
る
。

S
C
2,
S
F
C
2

 

8
．
対
立
を
同
定
・
分
析
し
，
そ
の
対
立
に
対
処
す
る
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
を
適
用
す
る
。

S
C
1
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表
1
の
続
き
（
4/
4)

9
．
生
徒
と
ス
タ
ッ
フ
の
成
功
を
推
進
す
る
よ
り
広
範
な
政
治
的
，
社
会
的
，
経
済
的
，
法
的
，
文
化
的
文
脈
に
影
響
を
及
ぼ
す
た
め
の
計
画

を
立
案
し
適
用
す
る
。

S
F
C
2,
S
C
2

こ
の
項
目
の
中
の
以
下
2
つ
の
基
準
は
，「

ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
の
リ
ー
ダ
ー
の
任
務
と
責
任
（
G
L
D
R
）」

に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。

・
地
方
教
育
委
員
会
や
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
教
育
局
な
ど
の
行
政
機
構
と
，
効
果
的
な
職
務
上
の
関
係
を
構
築
し
維
持
す
る
。（

G
L
D
R
5
）

L
3,
S
F
C
3

・
学
校
理
事
会
へ
の
期
待
を
確
立
し
，
理
事
会
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
促
進
す
る
。（

G
L
D
R
6
）

S
F
C
2

（
G
eo
rg
ia
 D
ep
ar
tm
en
t 
o
f 
E
d
u
ca
ti
o
n
,
L
ea
d
er
 K
ey
s,
20
11
：
3-
8）

＊
表
中
に
登
場
す
る
S
ch
o
o
l 
K
ey
s
の
項
目
の
概
要
は
以
下
の
通
り
。
C
（
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
）
1．

州
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
基
準
か
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
即
し
た
学
校
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
編
成
；
C
2．

カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
の
協
働
で
の
計
画
へ
の
教
師
の
参
画
；
C
3．

教
師
・
行
政
職
員
に
よ
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
運
用
の
系
統
的
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
評
価
；
A
（
評
価
）
1．

教
師
・
行
政
職
員
に
よ
る
授
業
改
善
へ
の
評
価
デ
ー
タ

の
一
貫
し
た
，
包
括
的
な
活
用
；
A
2．

多
様
で
効
果
的
か
つ
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
評
価
手
法
の
活
用
；
A
3．

個
人
及
び
グ
ル
ー
プ
と
し
て
の
生
徒
，
学
校
全
体
の
改
善
計
画
に
む
け
た
デ
ー
タ
分
析
；
I（
授
業
）
1．

州
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
及
び
学
区
の
基
準
に
応
じ
た
授
業
の
計
画
と
実
施
；
I2
．
リ
サ
ー
チ
に
も
と
づ
く
授
業
の
定
着
，
I3
．
高
い
目
標
の
生
徒
へ
の
明
示
，
目
標
設
定
・
自
己
評
価
へ
の
生
徒
の
参

画
；
P
O
（
計
画
と
組
織
）
1．

学
校
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
改
善
の
基
礎
と
な
り
，
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
も
合
意
さ
れ
て
い
る
；
P
O
2．

計
画
プ
ロ
セ
ス
総
体
の
学
校
改
善
計
画
へ
の
結
実
；
S
C
（
学
校

文
化
）
1．

生
徒
の
成
長
と
教
員
の
成
長
を
強
化
す
る
規
範
，
価
値
観
，
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
，
実
践
を
反
映
し
た
学
校
文
化
；
S
C
2．

教
育
活
動
を
活
性
化
す
る
共
同
体
意
識
・
帰
属
意
識
を
涵
養
す
る
よ
う
な
校
則
や
諸

手
続
き
；
L（

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
）
1．

学
び
の
共
同
体
と
し
て
の
学
校
で
の
生
徒
へ
の
高
い
期
待
を
強
化
す
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
；
L
2．

優
れ
た
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
ス
キ
ル
に
よ
る
良
好
な
学
習
環
境
の
創
出
・
維
持
；

L
3．

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
分
散
と
学
校
改
善
へ
の
集
団
的
な
責
任
；
L
4．

共
同
で
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
一
部
と
し
て
の
分
散
型
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
効
果
的
な
提
示
；
P
L
（
専
門
職
と
し
て
の
学
び
）
1．

専
門
職
と
し

て
の
学
び
の
対
象
，
時
期
等
の
適
切
な
設
定
，
効
果
的
な
リ
ソ
ー
ス
配
分
；
P
L
2．

専
門
職
と
し
て
の
学
び
の
方
法
が
目
標
，
デ
ー
タ
，
理
論
に
照
応
し
，
協
働
で
デ
ザ
イ
ン
・
実
施
さ
れ
て
い
る
。
S
F
C（
生
徒
，
家

庭
，
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
参
加
と
支
援
）
1．

生
徒
，
家
庭
，
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
積
極
的
・
継
続
的
参
加
に
よ
る
改
善
の
強
化
；
S
F
C
2．

ガ
バ
ナ
ン
ス
，
意
思
決
定
，
問
題
解
決
へ
の
生
徒
，
家
庭
，
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

参
加
の
た
め
の
構
造
，
手
続
き
の
確
立
；
S
F
C
3．

施
設
間
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
る
生
徒
，
家
庭
，
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
ニ
ー
ズ
の
充
足
。

＊
＊
G
L
IS
I
と
IS
L
L
C
は
L
ea
d
er
 K
ey
s
の
個
別
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
で
な
く
，
大
項
目
に
対
応
す
る
。
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表
２

L
ea
d
er
 K
ey
s
の
ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
よ
り
（
1/
2)

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
―
合
意
を
原
動
力
と
す
る
教
育
内
容
と
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
も
と
づ
く
生
徒
の
達
成
と
学
び
を
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
し
促
進
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム

C
- 1
：
要
求
さ
れ
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
あ
わ
せ
て
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
垂
直
的
・
水
平
的
に
調
整
す
る
。

□
み
ら
れ
な
い

□
生
じ
つ
つ
あ
る

□
熟
達
し
て
い
る

□
模
範
的

改 善 の 尺 度

リ
ー
ダ
ー
た
ち
は
，
要
求
さ
れ
る
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を

垂
直
的
・
水
平
的
に
整
合
さ
せ
る
こ
と
に
学

校
／
学
区
の
教
育
ス
タ
ッ
フ
を
参
画
さ
せ
て

い
な
い
。

リ
ー
ダ
ー
た
ち
は
，
要
求
さ
れ
る
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を

垂
直
的
・
水
平
的
に
整
合
さ
せ
る
こ
と
に
学

校
／
学
区
の
教
育
ス
タ
ッ
フ
を
参
画
さ
せ
る

た
め
の
最
初
の
ス
テ
ッ
プ
を
踏
み
出
し
て
い

る
。

リ
ー
ダ
ー
た
ち
は
，
要
求
さ
れ
る
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を

垂
直
的
・
水
平
的
に
整
合
さ
せ
る
こ
と
に
学

校
／
学
区
の
教
育
ス
タ
ッ
フ
を
参
画
さ
せ
て

い
る
。

リ
ー
ダ
ー
た
ち
は
，
系
統
的
で
継
続
的
な
プ

ロ
セ
ス
を
通
じ
て
，
要
求
さ
れ
る
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を

垂
直
的
・
水
平
的
に
整
合
さ
せ
る
こ
と
に
学

校
／
学
区
の
教
育
ス
タ
ッ
フ
を
十
全
に
参
画

さ
せ
て
い
る
。

リ
ー
ダ
ー
た
ち
は
，
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
調
整

の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
他
者
を
コ
ー
チ
し
た

り
メ
ン
タ
ー
と
な
っ
た
り
し
て
い
る
。

エ ビ デ ン ス の 例

リ
ー
ダ
ー
た
ち
は
学
校
／
学
区
の
調
整
プ
ロ

セ
ス
を
説
明
で
き
な
い
。

教
育
ス
タ
ッ
フ
は
，
前
の
学
年
あ
る
い
は

コ
ー
ス
で
ど
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
が
授
業
で
扱

わ
れ
た
か
説
明
で
き
な
い
。

リ
ー
ダ
ー
た
ち
は
学
校
／
学
区
の
調
整
プ
ロ

セ
ス
に
つ
い
て
あ
る
程
度
の
一
般
的
な
情
報

を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

教
育
ス
タ
ッ
フ
は
，
前
の
学
年
あ
る
い
は

コ
ー
ス
で
ど
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
が
授
業
で
扱

わ
れ
た
か
説
明
で
き
る
。

リ
ー
ダ
ー
た
ち
は
学
校
／
学
区
の
調
整
プ
ロ

セ
ス
を
説
明
で
き
る
。

教
育
ス
タ
ッ
フ
は
，
前
の
学
年
あ
る
い
は

コ
ー
ス
で
ど
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
が
授
業
で
扱

わ
れ
た
か
と
，
次
の
学
年
あ
る
い
は
コ
ー
ス

で
ど
の
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
が
授
業
で
扱
わ
れ

る
か
説
明
で
き
る
。

リ
ー
ダ
ー
た
ち
は
，学

校
・
学
区
で
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
を
調
整
す
る
際
用
い
ら
れ
る
段
階
を

追
っ
た
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
広
範
か
つ
詳
細

に
説
明
で
き
る
。

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
垂
直
的
・
水
平
的
調
整
の

様
相
が
生
徒
に
わ
か
り
や
す
く
明
示
さ
れ
て

お
り
，学

び
に
資
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

情 報 源

成
果
物
：
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
マ
ッ
プ
；
進
度
ガ
イ
ド
；
単
元
／
授
業
の
指
導
計
画
；
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
課
題
；
ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
；
協
同
的
学
習
チ
ー
ム
の
会
議
の
議
題
／
所
要
時
間
；
評
価

（
汎
用
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
，
付
加
的
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
）；

生
徒
の
作
業
結
果
例
；
観
察
デ
ー
タ
（
公
式
・
非
公
式
双
方
の
）

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
準
拠
し
た
授
業
―
す
べ
て
の
生
徒
に
要
請
さ
れ
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
つ
い
て
の
習
熟
を
確
実
に
達
成
さ
せ
る
よ
う
，
教
授
－
学
習
－
評
価
の
課
題
と
活
動
を
デ
ザ
イ
ン
し
適
用
す

る
。

S
B
I-
1
：
生
徒
た
ち
が
要
請
さ
れ
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
学
区
の
要
求
水
準
に
即
し
て
習
熟
を
確
実
に
達
成
で
き
る
よ
う
，
授
業
を
デ
ザ
イ
ン
し
，
モ
ニ
タ
ー
し
，
改
善
す
る
協
働

的
な
作
業
に
教
育
ス
タ
ッ
フ
を
参
画
さ
せ
る
。

□
み
ら
れ
な
い

□
生
じ
つ
つ
あ
る

□
熟
達
し
て
い
る

□
模
範
的

改 善 の 尺 度

リ
ー
ダ
ー
た
ち
は
，
授
業
を
デ
ザ
イ
ン
し
，

モ
ニ
タ
ー
し
，
改
善
す
る
協
働
的
な
作
業
に

教
育
ス
タ
ッ
フ
を
参
画
さ
せ
て
い
な
い
。

リ
ー
ダ
ー
た
ち
は
，
授
業
を
デ
ザ
イ
ン
し
，

モ
ニ
タ
ー
し
，
改
善
す
る
協
働
的
な
作
業
に

教
育
ス
タ
ッ
フ
を
参
画
さ
せ
始
め
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。

リ
ー
ダ
ー
た
ち
は
，
生
徒
た
ち
が
要
請
さ
れ

る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
即
し
て
習
熟
を
確
実
に

達
成
で
き
る
よ
う
，
授
業
を
デ
ザ
イ
ン
し
，

モ
ニ
タ
ー
し
，
改
善
す
る
協
働
的
な
作
業
に

教
育
ス
タ
ッ
フ
を
参
画
さ
せ
て
い
る
。

リ
ー
ダ
ー
た
ち
は
，
協
働
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
に

一
貫
し
て
参
加
し
，
適
用
さ
れ
た
ス
ト
ラ
テ

ジ
ー
に
関
し
て
エ
ビ
デ
ン
ス
に
も
と
づ
い
た

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
提
供
し
て
い
る
。

リ
ー
ダ
ー
た
ち
は
，
授
業
の
デ
ザ
イ
ン
，
モ

ニ
タ
ー
，
改
善
を
リ
ー
ド
す
る
仕
方
を
他
者

に
コ
ー
チ
し
て
い
る
。

リ
ー
ダ
ー
た
ち
は
，
協
働
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
に

お
い
て
行
わ
れ
る
べ
き
作
業
に
つ
い
て
説
明

で
き
な
い
。

リ
ー
ダ
ー
た
ち
は
，
協
働
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
に

お
い
て
行
わ
れ
る
べ
き
作
業
の
い
く
ら
か
は

説
明
で
き
る
。

リ
ー
ダ
ー
た
ち
は
，
協
働
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
に

お
い
て
行
わ
れ
る
べ
き
作
業
を
十
全
に
説
明

で
き
る
。

リ
ー
ダ
ー
た
ち
は
，
協
働
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
に

お
い
て
行
わ
れ
る
べ
き
作
業
を
示
範
す
る
。

教
育
ス
タ
ッ
フ
の
メ
ン
バ
ー
た
ち
は
，
授
業
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表
2
の
続
き
（
2/
2)

エ ビ デ ン ス の 例

教
育
ス
タ
ッ
フ
は
，
授
業
に
関
し
て
協
働
し

て
い
な
い
。

教
育
ス
タ
ッ
フ
は
，
授
業
が
ど
の
よ
う
に
改

善
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
，
事
例
を
示
す
こ
と

が
で
き
な
い
。

教
育
ス
タ
ッ
フ
の
一
部
メ
ン
バ
ー
は
，
授
業

を
計
画
す
る
た
め
の
協
働
の
作
業
に
参
画
し

て
い
る
。

教
育
ス
タ
ッ
フ
は
，
授
業
が
ど
の
よ
う
に
改

善
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
，
い
く
ら
か
の
事
例

を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

教
育
ス
タ
ッ
フ
の
メ
ン
バ
ー
た
ち
は
，
授
業

を
計
画
し
，
モ
ニ
タ
ー
し
，
改
善
す
る
協
働

の
作
業
に
参
画
し
て
い
る
。

教
育
ス
タ
ッ
フ
は
，
授
業
が
ど
の
よ
う
に
改

善
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
，
数
多
く
の
事
例
を

示
す
こ
と
が
で
き
る
。

を
計
画
し
，
モ
ニ
タ
ー
し
，
改
善
す
る
協
働

の
作
業
に
新
し
い
ス
タ
ッ
フ
を
快
く
迎
え
入

れ
る
。

リ
ー
ダ
ー
た
ち
は
，
授
業
が
ど
の
よ
う
に
改

善
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
，
数
多
く
の
事
例
を

示
す
こ
と
が
で
き
る
。

情 報 源

成
果
物
：
協
働
の
計
画
の
た
め
の
全
体
的
お
よ
び
／
あ
る
い
は
日
ご
と
の
計
画
；
学
習
へ
の
期
待
水
準
に
か
か
わ
る
文
書
；
評
価
デ
ー
タ（

診
断
的
，
形
成
的
，
総
括
的
，
共
通
）；

協
働
の

会
議
へ
の
リ
ー
ダ
ー
層
の
参
加
記
録
；
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
マ
ッ
プ
，ガ

イ
ド
，授

業
／
単
元
計
画
；
教
師
の
コ
メ
ン
ト
を
付
し
た
生
徒
の
作
業
例
；
協
働
的
な
計
画
会
議
の
議
題
／
所
要
時
間
；

リ
ー
ダ
ー
た
ち
に
よ
る
観
察
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
と
分
析

専
門
職
と
し
て
の
学
び
と
発
達
―
す
べ
て
の
生
徒
に
と
っ
て
の
レ
ベ
ル
の
高
い
学
び
を
つ
く
り
だ
し
支
援
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
，
ス
キ
ル
，
献
身
を
ス
タ
ッ
フ
が
獲
得
，
強
化
，
洗
練
す
る
手

段 P
L
- 5
：
専
門
職
と
し
て
の
自
己
改
善
の
計
画
を
つ
く
り
だ
し
実
行
し
続
け
る
こ
と
で
継
続
的
な
学
び
に
つ
い
て
示
範
す
る
。

□
み
ら
れ
な
い

□
生
じ
つ
つ
あ
る

□
熟
達
し
て
い
る

□
模
範
的

改 善 の 尺 度

リ
ー
ダ
ー
た
ち
は
，
専
門
職
と
し
て
の
自
己

改
善
の
計
画
を
つ
く
っ
て
い
な
い
。

リ
ー
ダ
ー
た
ち
は
，
専
門
職
と
し
て
の
自
己

改
善
の
計
画
を
つ
く
り
始
め
て
い
る
。

リ
ー
ダ
ー
た
ち
は
，
継
続
的
な
学
び
に
つ
い

て
示
範
し
う
る
専
門
職
と
し
て
の
自
己
改
善

の
計
画
を
つ
く
り
だ
し
，
実
行
し
続
け
て
い

る
。

リ
ー
ダ
ー
た
ち
と
ス
タ
ッ
フ
は
，
特
定
の

ニ
ー
ズ
に
焦
点
化
さ
れ
た
改
善
を
通
じ
て
，

継
続
的
な
学
び
を
示
範
し
う
る
専
門
職
と
し

て
の
自
己
改
善
の
計
画
を
つ
く
り
だ
し
，
実

行
し
続
け
て
い
る
。

リ
ー
ダ
ー
た
ち
は
，
他
者
が
自
己
改
善
の
計

画
を
つ
く
る
の
を
コ
ー
チ
し
て
い
る
。

エ ビ デ ン ス の 例

リ
ー
ダ
ー
た
ち
は
，
専
門
職
と
し
て
の
改
善

の
計
画
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ

る
手
続
き
を
説
明
で
き
な
い
。

リ
ー
ダ
ー
た
ち
は
，
専
門
職
と
し
て
の
学
び

や
協
働
の
学
習
チ
ー
ム
に
参
加
し
て
い
な

い
。

ス
タ
ッ
フ
の
メ
ン
バ
ー
た
ち
は
，
リ
ー
ダ
ー

が
改
善
計
画
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い

て
い
な
い
。

リ
ー
ダ
ー
た
ち
は
，
専
門
職
と
し
て
の
改
善

の
計
画
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ

る
手
続
き
を
説
明
で
き
る
。

リ
ー
ダ
ー
た
ち
は
，
専
門
職
と
し
て
の
学
び

の
セ
ッ
シ
ョ
ン
や
協
働
の
学
習
チ
ー
ム
の
集

ま
り
に
出
席
し
て
い
る
。

ス
タ
ッ
フ
の
メ
ン
バ
ー
た
ち
は
，
リ
ー
ダ
ー

の
改
善
計
画
の
主
要
な
目
標
に
つ
い
て
説
明

で
き
る
。

リ
ー
ダ
ー
た
ち
は
，
個
人
の
専
門
職
と
し
て

の
改
善
の
計
画
の
，
学
校
・
学
区
の
改
善
計

画
や
生
徒
の
ニ
ー
ズ
へ
の
適
合
に
つ
い
て
説

明
で
き
る
。

リ
ー
ダ
ー
た
ち
は
，
専
門
職
と
し
て
の
学
び

の
セ
ッ
シ
ョ
ン
や
協
働
の
学
習
チ
ー
ム
の
集

ま
り
，
学
校
／
学
区
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
・

チ
ー
ム
に
能
動
的
に
参
加
し
て
い
る
。

ス
タ
ッ
フ
の
メ
ン
バ
ー
は
，
リ
ー
ダ
ー
の
改

善
計
画
の
主
要
な
目
標
と
戦
略
に
つ
い
て
説

明
で
き
る
。

ス
タ
ッ
フ
の
メ
ン
バ
ー
た
ち
は
，
個
人
の
専

門
職
と
し
て
の
改
善
の
計
画
の
，
全
体
と
し

て
の
学
校
・
学
区
の
改
善
計
画
や
全
体
と
し

て
の
生
徒
の
ニ
ー
ズ
へ
の
適
合
に
つ
い
て
説

明
で
き
る
。

リ
ー
ダ
ー
た
ち
は
，
協
働
の
学
習
チ
ー
ム
，

学
校
・
学
区
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
・
チ
ー
ム
，

授
業
研
究
チ
ー
ム
な
ど
で
リ
ー
ダ
ー
の
役
割

を
果
た
し
て
い
る
。

ス
タ
ッ
フ
の
メ
ン
バ
ー
は
，
学
校
／
学
区
の

ニ
ー
ズ
が
ど
の
よ
う
に
リ
ー
ダ
ー
の
改
善
計

画
に
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
て
い
る
か
説
明
で

き
る
。

情 報 源

成
果
物
：
専
門
職
と
し
て
の
成
長
計
画
お
よ
び
／
ま
た
は
個
人
の
学
習
計
画
；
学
校
・
学
区
の
改
善
計
画
；
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
学
校
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
評
価
（
G
A
P
S
S〔
訳
注
：
S
ch
o
o
l 
K
ey
s

を
用
い
た
外
部
評
価
〕）

お
よ
び
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
評
価
表
（
S
ta
n
d
ar
d
s 
A
ss
es
sm
en
t 
In
ve
n
to
ry
〔
訳
注
：
全
米
職
能
開
発
委
員
会
に
よ
る
評
価
表
〕）

の
有
資
格
者
に
よ
る
分
析
結
果
；
専

門
職
と
し
て
の
学
び
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
，
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
・
チ
ー
ム
の
会
合
，
協
働
チ
ー
ム
の
会
合
の
出
席
表
と
所
要
時
間

（
G
eo
rg
ia
 D
ep
ar
tm
en
t 
o
f 
E
d
u
ca
ti
o
n
,
20
11
:
11
,
23
,
47
）
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表
３

ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
リ
ー
ダ
ー
の
義
務
と
責
任
（
G
eo
rg
ia
 L
ea
d
er
 D
u
ti
es
 a
n
d 
R
es
p
o
n
si
b
il
it
ie
s,
G
L
D
R
)

義
務
と
責
任

S
 

U
 
N
A

 
1
．
生
徒
，
保
護
者
，
ス
タ
ッ
フ
，
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
，
専
門
職
の
流
儀
で
相
互
作
用
す
る
。

2
．
生
徒
，
保
護
者
，
ス
タ
ッ
フ
，
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
と
っ
て
頼
る
こ
と
が
で
き
（
av
ai
la
b
le
），

目
に
見
え
る
位
置
に
い
る
。

3
．
学
校
／
学
区
と
家
庭
と
の
間
の
双
方
向
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
促
進
す
る
。

4
．
学
区
の
行
政
職
員
，
特
別
支
援
員
，
同
僚
，
保
護
者
お
よ
び
そ
の
他
の
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
協
働
的
に
は
た
ら
く
。

5
．
地
方
教
育
委
員
会
や
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
教
育
局
な
ど
の
行
政
機
構
と
効
果
的
な
職
務
上
の
関
係
を
構
築
し
維
持
す
る
。（

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
・
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
・
ス
タ

ン
ダ
ー
ド
）

6
．
学
校
理
事
会
へ
の
期
待
を
確
立
し
，
理
事
会
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
促
進
す
る
。（

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
・
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
）

7
．
定
め
ら
れ
た
業
務
を
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
通
り
に
遂
行
す
る
。

8
．
時
宜
を
得
た
規
則
的
な
出
席
を
実
行
す
る
。

9
．
正
確
で
完
全
で
適
切
な
記
録
を
続
け
，
報
告
は
即
座
に
フ
ァ
イ
ル
す
る
。

10
．
生
徒
と
ス
タ
ッ
フ
に
か
か
わ
る
情
報
と
記
録
の
機
密
を
保
持
す
る
。

11
．
職
員
会
議
，
学
区
レ
ベ
ル
の
会
議
，
お
よ
び
そ
の
他
の
学
校
・
学
区
の
政
策
に
か
か
わ
る
定
め
ら
れ
た
会
議
と
活
動
に
出
席
し
議
論
に
参
加
す
る
。

12
．
話
し
言
葉
と
書
き
言
葉
双
方
の
正
確
な
使
用
を
示
範
す
る
。

13
．
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
，
授
業
，
評
価
，
専
門
職
と
し
て
の
学
び
に
関
す
る
最
新
の
効
果
的
な
実
践
に
関
す
る
知
識
を
示
す
。

14
．
契
約
書
に
明
示
さ
れ
た
義
務
を
履
行
す
る
。

15
．
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
公
教
育
の
規
定
，
規
則
，
法
令
と
，
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
教
員
倫
理
規
範
と
の
構
造
の
枠
内
で
業
務
を
管
理
す
る
。（

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
・
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
）

16
．
学
校
／
学
区
の
報
告
シ
ス
テ
ム
を
評
価
し
，
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
お
よ
び
連
邦
政
府
の
要
請
を
確
実
に
充
た
す
。
そ
の
こ
と
に
は
，
学
業
上
の
進
歩
を
整
理
保
存
す
る
こ

と
や
，
明
瞭
に
記
載
さ
れ
た
法
令
関
係
の
書
類
を
保
管
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
る
。（

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
・
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
）

17
．
教
育
上
の
平
等
を
促
進
す
る
た
め
の
法
的
・
倫
理
的
諸
原
則
に
も
と
づ
く
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
上
の
意
思
決
定
を
反
映
し
た
学
校
／
学
区
を
組
織
す
る
。（

リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
・
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
）

18
．
安
全
で
秩
序
だ
っ
た
，
包
摂
的
な
学
習
環
境
を
組
織
す
る
。
そ
こ
に
は
州
，
学
区
，
地
方
の
学
校
規
則
，
政
策
，
手
続
き
を
反
映
し
た
施
設
も
含
ま
れ
る
。（
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
・
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
）

19
．
記
録
，
機
器
，
教
材
，
設
備
を
護
る
た
め
の
適
切
な
防
犯
手
段
を
提
供
す
る
。

20
．
ス
タ
ッ
フ
と
生
徒
を
監
督
す
る
責
任
を
引
き
受
け
る
。

21
．
生
徒
の
行
動
と
規
律
に
か
か
わ
る
諸
規
則
を
厳
守
さ
せ
る
。

22
．
該
当
す
る
す
べ
て
の
規
則
や
規
制
を
遵
守
し
た
，
資
金
の
責
任
あ
る
財
政
管
理
を
示
す
。

地
方
で
規
定
さ
れ
た
義
務
と
責
任

1
．

2
．

S
＝
S
at
is
fa
ct
o
ry
（
達
成
），

U
＝
U
n
sa
ti
sf
ac
to
ry
（
未
達
成
），

N
A
＝
N
o
t 
A
p
p
il
ic
ab
le
（
非
該
当
）

（
G
eo
rg
ia
 D
ep
ar
tm
en
t 
o
f 
E
d
u
ca
ti
o
n
,
20
11
:
9）
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注

1）http://www.mext.go.jp/b menu/shingi/chukyo/

chukyo11/shiryo/ csFiles/afieldfile/2011/08/12/1306999
 

02.pdf（2011年 9月 19日確認）

2）http://www.doe.k12.ga.us/tss teacher.aspx（2011年 9月

19日確認）
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